
  

 

 

２０２６年１月～２月分の燃料費調整単価、 

加重平均市場価格調整単価および市場価格調整単価について 

 

２０２５年１２月２５日 

関西電力送配電株式会社 

 

当社は、火力燃料費の増減を電気料金へ反映する「燃料費調整制度」、一般

社団法人日本卸電力取引所における翌日取引市場の価格変動を電気料金へ反映

する「加重平均市場価格調整制度」※１、および、翌日取引市場の市場価格の実

績を踏まえた「市場価格調整制度」※２を導入しております。 

電気最終保障供給約款に基づく２０２６年１月～２月分の燃料費調整単価、

加重平均市場価格調整単価および市場価格調整単価について、以下のとおりお

知らせいたします。 

 

※１：翌日取引市場の価格変動を自動的に電気料金へ反映する制度 

※２：最終保障供給料金が自由料金等を下回ることによる、適正な価格形成や自由競争が阻

害される事象を防ぐための制度 

 

 

１．燃料費調整制度 

（１）燃料費調整単価（1kWhにつき）              （円、税込） 

 

※基準燃料価格（47,000円/kl）と平均燃料価格の差額に、基準単価を乗じて算定しておりま

す。 

※基準単価は、平均燃料価格が基準燃料価格に比べて1,000円変動した場合の値です。 

※高圧供給の燃料費調整単価は、国による電気・ガス料金支援を受け、2026年 2月分につい

ては 1kWhにつき 2.30円値引きしております。なお、2026年 2月分とは、契約電力 500kW

未満のお客さまは 2026年 1月検針日から 2月検針日の前日までのご使用分、契約電力

500kW以上のお客さまは 2026年 2月検針日から 3月検針日の前日までのご使用分を指しま

す。 



  

 

 

 

（２）平均燃料価格（貿易統計実績） 

 
 

２．加重平均市場価格調整制度 

（１）加重平均市場価格調整単価（1kWhにつき）                 （円、税込） 

 

                                      （円、税込） 

 

※基準市場価格（10.82円/kWh）と加重平均市場価格の差額に、調整係数を乗じて算定してお

ります。 

※高圧供給(500kW以上)、特別高圧供給の場合の2026年2月分の加重平均市場価格調整単価

は、別途お知らせいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

（２）加重平均市場価格（翌日取引市場価格実績） 

高圧供給(500kW未満)の場合                      （円／kWh、税抜） 

 

 

 

高圧供給(500kW以上)、特別高圧供給の場合                            （円／kWh、税抜） 

 

※高圧供給(500kW以上)、特別高圧供給の場合の2026年2月分の加重平均市場価格は、別途お

知らせいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

３．市場価格調整制度 

（１）２０２６年１月分の市場価格調整単価（1kWhにつき）     （円、税込） 

 

※上記区分における2026年2月分の市場価格調整単価は、別途お知らせいたします。 

 

（２）２０２６年２月分の市場価格調整単価（1kWhにつき）     （円、税込） 

 

※高圧供給の燃料費調整単価は、国による電気・ガス料金支援を受け、1kWhにつき 2.30円 

値引きしております。なお、()内は国による電気・ガス料金支援がない場合の燃料費調整

単価です。 

 

 

 

 



  

 

 

 

（参考）2025年度 加重平均市場価格調整における調整係数に関するお知らせ リンク 

（参考）市場価格調整単価の算定方法 

市場価格調整単価＝（2025年11月21日～2025年12月20日の卸電力市場価格）÷（１－託送供

給等約款に定める損失率）＋（託送供給等約款における電力量料金単価）

－（電気最終保障供給約款における電力量料金単価） 

※2025年11月21日～2025年12月20日の卸電力市場価格は、1kWhにつき11.297円です。（税込） 

※託送供給等約款に定める損失率は、高圧供給が4.2％、特別高圧供給が2.9％です。 

※託送供給等約款における電力量料金単価は、高圧供給が1kWhにつき2.29円、特別高圧供

給が1kWhにつき0.84円です。 

※電気最終保障供給約款における電力量料金単価は、燃料費調整単価および加重平均市場

価格調整単価を含みます。なお、市場価格調整単価の算定にあたって参照する燃料費調

整単価は、国による電気・ガス料金支援がない場合の燃料費調整単価といたします。 

※2025年11月21日～2025年12月20日の卸電力市場価格（税抜）が1kWhにつき3.51円以上と

なるため、上記の式による算定結果が零以下となる場合、市場価格調整単価は、零とい

たします。 

 

 

以 上 

https://www.kansai-td.co.jp/consignment/agreement/pdf/2025_weighted_average.pdf

